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保護者の皆さまへ                             ＜令和７年度用＞ 

就学援助制度のお知らせ 
 

「利用してよかった」「助かった」という声が届いています。 

希望される方は、ぜひ申請してください。 
 
〇就学援助とは、小中学校のこどもがいる家庭で一定の所得条件に該当する場合、学用品費や学校

給食費などの一部を助成する制度です。このお知らせをお読みいただき申請してください。 
 

１ 対象となるご家庭 

●お子様が新潟市に住民登録している、または、新潟市立の小・中学校、中等教育学校に在籍してい

るご家庭 
●同一生計の家族全員の令和６年分の所得の合計が、市の定める基準（４ページ参照）以内のご家庭 

（注）  同一生計の家族とは、同じ住居に住む方全員（住民票上世帯分離している祖父母・叔父・叔母等を含む。

ただし、水回りを共用しない二世帯住宅の場合を除く）をいい、単身赴任中の保護者等も含みます。  

 なお、お住まいが二世帯住宅等の場合、それぞれの世帯の同月の光熱水費の明細等を提出していただく

ことで、別生計として世帯員から除いて審査することが可能です。 

 

２ 申請書について 申請書はお子様１人につき１枚必要です 

≪昨年度、就学援助を受けていない方≫ 

小学校１年生には申請書を全員に配付します。 

小学校２年生から中学校３年生で申請を希望される方は、学校に申し出て申請書を受け取ってい

ただくか、市ホームページよりダウンロードしてください。 
≪昨年度、就学援助を受けていた方≫ 

住所・氏名・口座などが印刷された申請書を学校から配付します。 

印刷された内容に変更がある場合は、訂正をお願いします。 

（注１）小学校１年生には未記入の申請書を全員に配付しますが、昨年度、就学援助の「新入学児童学用品費」

の支給を受けた方には住所・氏名などが印刷された申請書も配付しますので、印刷されたもので申請し

てください。 

（注２）昨年度の申請時期などによっては、印刷された申請書が配付されない場合があります。その場合は、学

校に申し出て申請書を受け取っていただくか、ホームページより申請書をダウンロードしてください。 

 

３ 申請期限について 就学援助の申請は毎年必要です 

申請書を４月１８日（金）までにお子様の通う学校へ提出してください。 

※４月１８日を過ぎても申請書は随時受け付けますが、申請をした月から対象となります。 

申請した月より前の月の分は対象となりませんので、お早目に申請をお願いします。 
 

４ 所得・家族状況等の確認 

就学援助の審査に必要な範囲で、同一生計の家族全員の令和６年分の所得状況、及び住民基本台帳

を新潟市教育委員会が確認します。 
令和６年分の所得の申告をしていない方は、所得状況の確認ができませんので、所得の申告が必要

です。申告については市民税課にお問合せください。 
また、令和７年１月１日現在、新潟市に住所がない方は所得状況の確認ができませんので、申請書

提出後、住所があった市町村から令和７年度の所得証明書（令和６年１月１日から令和６年１２月３

１日までの所得の証明書）の交付を受け、学校または教育委員会学務課へ提出してください。 
※令和７年度所得証明書は、概ね６月から発行されます。詳しくは各市町村へお問合せください。 
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５ 結果のお知らせ 

４・５月に申請された方には、「審査結果通知書」を７月下旬に郵送します。６月以降に申請された

方には、９月以降順次郵送します。 
 

６ 支給階層区分 

同一生計の家族全員の合計所得に応じて、以下の４つの階層に区分し、階層ごとに支給率を設けて

います。就学援助費は、各対象費目の金額に支給率を乗じて支給されます。 

支給階層区分（医療費免除を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 所得が新潟市の定める基準を超えた方 

同一生計の家族全員の所得の合計が新潟市の定める基準を超えていても、保護者が以下の①～⑧の

いずれかに該当する場合は第４階層（２５％支給）で就学援助を受けることができます。 
上記５の「審査結果通知書」で援助対象外と通知された方で、以下のいずれかに該当している場合

は、該当していることが分かる証明を学校または教育委員会学務課へご提出ください。 

 

① 障がい者、ひとり親、寡婦により市民税が非課税となっている方 

② 災害などで市民税の減免を受けている方 

③ 個人の事業税の減免を受けている方 

④ 災害などで固定資産税の減免を受けている方（新築による軽減とは異なる） 

⑤ 国民年金の保険料の免除を受けている方 

⑥ 国民健康保険の保険料の減免または徴収の猶予を受けている方 

⑦ 児童扶養手当の支給を受けている方（児童手当、特別児童扶養手当とは異なる） 

⑧ 生活福祉資金による貸付を受けている方 
 

８ 支給方法 

（１）就学援助費の支給は、保護者口座へ振り込む方法を基本としています。 

（２）委任状により、学校長口座へ振り込む方法もありますので、学校にご相談ください。 

（３）学校徴収金又は学校給食費に滞納がある場合は、学校長口座に振り込む（学校長が代理

受領し、滞納額の弁済に充てる）ことがあります。

階層区分 所得の範囲 支給率 

第１階層 就学援助認定基準額×１．０倍以下 １００% 

第２階層 就学援助認定基準額×１．０倍超～１．１倍以下 ７５％ 

第３階層 就学援助認定基準額×１．１倍超～１．２倍以下 ５０％ 

第４階層 就学援助認定基準額×１．２倍超～１．３倍以下 ２５％ 

援助対象外 就学援助認定基準額×１．３倍超 Ü 
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◎ 対象となるもの 

対象費目 説   明 

支給基本額 

支給時期 
小学校 

中学校 

中等教育学校前期課程 

学 用 品 費 
ノート・えんぴつ等の

購入費 
1 年 （合算額） 

8 月  8,618 円 

1 月  6,893 円 

3 月  5,169 円 

  計 20,680 円 

2～6年 

8 月  9,563 円 

1 月  7,650 円 

3 月  5,737 円 

 計 22,950 円 

1 年 （合算額） 

8 月 16,188 円 

1 月 12,950 円 

3 月  9,712 円 

 計 38,850 円 

2～3年 

8 月 17,134 円 

1 月  13,707 円 

3 月  10,279 円 

計 41,120 円 

８月（４～ ８月分） 

１月（９～１２月分） 

３月（１～ ３月分） 

通 学 用 品 費 
通学に必要な靴・傘等

の購入費 

校 外 活 動 費 

（ 宿 泊 な し ） 

遠足・写生会等にかか

る交通費・見学料 

P T A 会 費 小中学校の PTA 会費 

生 徒 会 費 中学校の生徒会費 

市 独 自 制 度 

奨 励 費 
学用品費の上乗せ 

卒業アルバム代 

卒業アルバム作成に

係る費用等 

※卒業学年の児童生

徒が支給対象 

8 月  4,583 円 

1 月  3,667 円 

3 月  2,750 円 

  計 11,000 円 

8 月  4,167 円 

1 月  3,333 円 

3 月  2,500 円 

  計 10,000 円 

８月（４～ ８月分） 

１月（９～１２月分） 

３月（１～ ３月分） 

新 入 学 

学 用 品 費 等 

中学校入学の際に必

要なカバン等の購入

費 

63,000 円 

※２月時点で認定

されている小学６

年生が対象 

 ３月 

修 学 旅 行 費 

修学旅行の参加に必

要な交通費・宿泊費・

見学料等 

実費額（参加者のみ） ８月か１月か３月 

※学校での精算終了後

のいずれかの月 ※積立額の全額ではありません 

校 外 活 動 費 

（ 宿 泊 あ り ） 

野外活動等泊りがけ

行事にかかる交通費

等 

3,690 円を限度と

した実費額 

（参加者のみ） 

6,210 円を限度と

した実費額 

（参加者のみ） 

１月か３月 

※学校での精算終了後

のいずれかの月 

学 校 給 食 費 

学校給食にかかる食

材料費等 

（中学校のスクール

ランチも対象） 

実費額 

（牛乳代を含む） 
８月（４～ ７月分） 

１月（８～１２月分） 

３月（１～ ３月分） ※弁当持参の場合は、対象外です 

※学用品費等について、５月以降に認定を受けた方には認定月以降の対象月数で月割り支給します。 
※修学旅行費、校外活動費（宿泊あり）は認定を受けた期間に参加した方のみに支給します。 
※支給階層区分に応じて、上記の金額に支給率（１００％・７５％・５０％・２５％）を乗じた額を支給します。 
※上記の費用に係る領収書等を提出していただく必要はありません。 
  

◎ 支払いが免除されるもの  

対象費目 免除内訳 注意事項 

医 療 費 

学校保健安全法で定められた以下の疾病の
治療費 
(1)歯科･･･う歯（むし歯） 
(2)眼科･･･トラコーマ、結膜炎（アレルギー

性結膜炎は除く） 

(3)皮膚科･･･白癬
はくせん

、疥癬
かいせん

、膿痂疹
の う かし ん

（とびひ） 

(4)耳鼻咽喉科･･･中耳炎、アデノイド、 
慢性副鼻腔炎 

(5)内科･･･寄生虫病 

＊各学校が発行する「医療券」を必ず持参の
うえ、医療機関を受診します。 

＊「医療券」は、あらかじめ学校に申し出て
発行してもらいます。 

＊就学援助の認定結果が出る 7 月下旬より
前でも「医療券」を発行することはできま
すが、該当しなかった場合の医療費は、さ
かのぼって各自で医療機関へお支払いく
ださい。 

日本スポーツ 
振興センター 

共済掛金の保護者負担額 460 円 

免除対象者は、以下のいずれかの場合のみと
なります。 
＊5月 1日時点で認定を受けている者 
＊国外からの転入者等で年度途中から災害

共済給付制度に加入し、加入同意時点で認
定を受けている者 

新潟市立以外の学校に通うお子さんについては、給食費、医療費及び日本スポーツ振興センター共

済掛金は援助の対象となりません。 
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◎ 新潟市の定める所得基準（家族構成と所得制限の例） 
 

※下の表は、あくまで一例です。所得制限は、家族構成、年齢、家賃額などによって異なりま

す。申請はどなたでも自由にしていただけますので、下の例に当てはまらず認定となるか分か

らなくても、申請をしていただければ教育委員会で審査いたします。 

家族数 家族構成 
支給 

階層区分 

所得制限額 

持ち家の場合 借家の場合 

６人 

父・母 ３０代 

小学１年 

４歳児 

祖父・母 ６０代 

第４階層 ４０６万円程度 ４７８万円程度 

第３階層 ３７５万円程度 ４４１万円程度 

第２階層 ３４４万円程度 ４０５万円程度 

第１階層 ３１２万円程度 ３６８万円程度 

５人 

父・母 ４０代 

中学１年 

小学４年 

小学１年 

第４階層 ４０７万円程度 ４７９万円程度 

第３階層 ３７６万円程度 ４４２万円程度 

第２階層 ３４４万円程度 ４０５万円程度 

第１階層 ３１３万円程度 ３６８万円程度 

父・母 ３０代 

小学４年 

小学１年 

４歳児 

第４階層 ３６８万円程度 ４４０万円程度 

第３階層 ３４０万円程度 ４０６万円程度 

第２階層 ３１１万円程度 ３７２万円程度 

第１階層 ２８３万円程度 ３３９万円程度 

４人 

父・母 ４０代 

中学１年 

小学４年 

第４階層 ３４３万円程度 ４１５万円程度 

第３階層 ３１７万円程度 ３８３万円程度 

第２階層 ２９０万円程度 ３５２万円程度 

第１階層 ２６４万円程度 ３２０万円程度 

父・母 ３０代 

小学１年 

４歳児 

第４階層 ３０５万円程度 ３７７万円程度 

第３階層 ２８１万円程度 ３４８万円程度 

第２階層 ２５８万円程度 ３１９万円程度 

第１階層 ２３４万円程度 ２９０万円程度 

３人 
父・母 ３０代 

小学１年 

第４階層 ２６４万円程度 ３３６万円程度 

第３階層 ２４３万円程度 ３１０万円程度 

第２階層 ２２3万円程度 ２８４万円程度 

第１階層 ２０３万円程度 ２５８万円程度 

２人 
父または母 ３０代 

小学１年 

第４階層 ２３２万円程度 ３０５万円程度 

第３階層 ２１５万円程度 ２８１万円程度 

第２階層 １９７万円程度 ２５８万円程度 

第１階層 １７９万円程度 ２３４万円程度 

 
※第４階層･･･２５％支給、第３階層･･･５０％支給、第２階層･･･７５％支給、第１階層･･･１００％支給 

（支給階層区分について詳しくは２ページをご覧ください。） 

  

【税制改正による給与所得控除額の変更への対応について】 

 税制改正により、令和２年分以降、所得額の算定に用いる給与所得控除額が変更となりました。 
 令和７年度就学援助の審査に用いる所得額については、改正により認定結果に影響が及ばないよ
う、改正前の控除額を用いて所得額を算出し、審査を行います。 
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◎ 申請にあたってのお願いと注意事項 ※必ずお読みください 

○申請書の記入について 

  ・申請日時点で記入してください。 

・申請書はお子様１人につき１枚提出が必要です。兄弟姉妹分の提出が遅れた場合、提出済みの兄弟姉

妹分の認定月まで遡って認定することはできません。 

・申請書の記入内容に不備があった場合は、学校を通じて申請書を返却し、再提出をお願いする場合が

あります。再提出が遅れると審査に遅れが生じますので、６ページの記入例をよくお読みのうえ、お

間違えのないよう申請書の記入をお願いいたします。 

・この制度は同一生計の家族全員（単身赴任中の保護者を含む）の所得状況で審査します。世帯分離し

ている場合でも、同居している場合は祖父母、叔父・叔母等も必ず記入してください。同一生計の家

族の記入漏れなど、申請内容に誤り等があり審査結果が変更となる場合、支給済みの就学援助費を返

還いただくこととなります。 

 

○振込先口座について 

・なるべく学校徴収金や学校給食費と同じ口座で申請してください。 

・お子様名義の口座には振り込みできません。 

 

○学校徴収金及び学校給食費について 

・就学援助費の支給月（年３回）と学校徴収金及び学校給食費の徴収月が異なります。 

 学校徴収金及び学校給食費は、認定後も引き続き保護者様口座から引き落としされます。 

 

○「就学援助費変更届」について 

・申請後に、住所の変更、家族数の増減、転校など申請内容に変更があった場合は、「就学援助費変更

届」の用紙を学校に申し出て受け取り、必要事項を記入し、速やかに学校へ提出してください。 

 

○生活保護世帯について 

・生活保護を受けているご家庭は、生活保護費より教育に関する援助費が支給されている為、就学援助

制度はご利用できません。ただし、修学旅行費については、修学旅行実施後に就学援助制度より支給

いたします。手続きについては学校より案内があります。 

・申請をしてから生活保護を受け始めた場合は教育委員会学務課へ申し出てください。就学援助と生活

保護を重複して受けていることが分かった場合は、支給済みの就学援助費を返還いただくこととなり

ます。 

 

 

 

≪ お問い合わせ先 ≫ 
 
新潟市教育委員会 
学 務 課   電話 025-226-3168（直通） 
 

※ 医療費（医療券）については 

保健給食課   電話 025-226-3206（直通） 
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